富津市地域生活支援事業所の登録に関する要綱
令和８年３月13日
告示第24号
　（趣旨）
第１条　この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所（以下「事業所」という。）の登録について必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
　（対象事業）
第３条　対象とする地域生活支援事業（以下「事業」という。）は次に掲げるものとする。
　(１)　富津市地域生活支援事業実施規則（平成18年富津市規則第22号）に規定する移動支援事業及び日中一時支援事業
　(２)　富津市身体障がい者（児）等訪問入浴サービス事業実施要綱（令和３年富津市告示第141号）に規定する訪問入浴サービス事業
　（登録の基準）
第４条　事業所として登録ができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
　(１)　別表第１の登録基準を満たしていること。
　(２)　別表第２の人員に関する基準を満たしていること。
　(３)　事業を継続的に運営することができること。
２　前項の規定にかかわらず、登録を取り消された日から起算して５年を経過しない者及び当該登録の申請日前５年以内に地域生活支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、登録をすることができないものとする。
　（登録の申請）
第５条　事業の登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業の種類及び事業所ごとに、富津市地域生活支援事業所登録申請書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
　(１)　登記事項（法人）全部事項証明書
　(２)　事業所の平面図、設備概要及び設備写真
　(３)　サービス提供責任者経歴書
　(４)　従業者の勤務体制及び勤務形態
　(５)　従事者の資格の取得が確認できる書類
　(６)　運営規程
　(７)　利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
　(８)　協力医療機関との契約内容が確認できる書類
　(９)　別表第１の登録基準に掲げるサービス事業所であることを証する書類
　(10)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
　（登録の決定）
第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定し、富津市地域生活支援事業所登録決定（却下）通知書（別記第２号様式）により申請者に通知しなければならない。
　（登録の変更等）
第７条　前条の規定により登録の決定を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は、登録事項に変更があったときは、変更があった日から14日以内に富津市地域生活支援事業所登録事項変更届出書（別記第３号様式）に第５条に規定する添付書類のうち変更に係るものを添付し、市長に届け出なければならない。
２　登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、富津市地域生活支援事業廃止・休止・再開届出書（別記第４号様式）により、市長に届け出なければならない。
　（登録の取消し）
第８条　市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
　(１)　第４条に規定する登録の基準に該当しなくなったとき。
　(２)　偽りその他不正の手段により登録を受け、又は事業に係る請求をしたとき。
　(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
　（調査等）
第９条　市長は、必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者若しくは当該登録事業者の従業者であった者（以下「登録事業者等」という。）に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示又は出頭を求め、当該登録事業者等に対して質問し、又はその設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。
　（補則）
第10条　この要綱に定めるもののほか、事業所の登録について必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
　（準備行為）
２　この告示の規定による事業所の登録に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表第１（第４条関係）
	事業の種類
	登録基準

	
	

	移動支援事業
	　次のいずれかに該当すること。
　(１)　法第29条第１項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所であること。
　　ア　法第５条第２項の居宅介護
　　イ　法第５条第３項の重度訪問介護
　　ウ　法第５条第４項の同行援護
　　エ　法第５条第５項の行動援護
　(２)　居宅介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。
　(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。

	
	

	日中一時支援事業
	　次のいずれかに該当すること。
　(１)　法第29条第１項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所であること。
　　ア　法第５条第７項の生活介護
　　イ　法第５条第８項の短期入所
　　ウ　法第５条第12項の自立訓練
　　エ　法第５条第14項の就労移行支援
　　オ　法第５条第15項の就労継続支援
　(２)　生活介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。
　(３)　児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害児通所支援事業を行う障害児通所支援事業所であること。
　　ア　児童福祉法第６条の２の２第２項の児童発達支援
　　イ　児童福祉法第６条の２の２第３項の放課後等デイサービス
　(４)　法第５条第28項に規定する地域活動支援センターであること。
　(５)　前４号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。

	
	

	訪問入浴サービス事業
	　次のいずれかに該当すること。
　(１)　介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第３項に規定する訪問入浴介護に係る同法第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業所であること。
　(２)　前号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。

	
	


別表第２（第４条関係）
	事業の種類
	人員に関する基準

	移動支援事業
	　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第17号。以下「運営基準」という。）に規定する居宅介護等の例により、職員等の配置を満たしていること。

	日中一時支援事業
	　運営基準に規定する生活介護等の例又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）に規定する児童発達支援等の例により、利用定員及び職員等の配置を満たしていること。

	訪問入浴サービス事業
	　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）に規定する訪問入浴介護の例により、職員の配置を満たしていること。



